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山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

第10回本部員会議 議事要旨 

 

日 時 令和２年５月８日（金）午後３時～午後３時50分 

場 所 県庁５階 502会議室 

出席者 知事（本部長）、副知事（副本部長）、各部局長等（各本部員等） 

 

１ 開 会（午後３時） 

 

２ 知事挨拶 

皆さま、日ごろ、本県の新型コロナウイルス感染症対策にご奮闘いただいており

ますことに、心から感謝申し上げます。 

県内における感染者数でありますけれども、本日までに69名が確認されておりま

す。４月21日以降は、1日で確認される数が０名～１名という低水準で推移してい

るところであります。受け入れ医療機関の空床率は90％以上が確保されている状況

となっております。 

また、本県では、５月10日まで、不要不急の外出や営業自粛の要請、県域を越え

て移動する方々への啓発活動など、感染拡大を食い止めるための取組みを進めてき

たところです。県民の皆様のご理解とご協力により、成果が上がっていると考えて

おります。 

一方、政府では、全都道府県を対象とした緊急事態宣言を、５月31日まで延長す

るとしたしたところです。政府からは、今後、感染拡大の防止と社会経済活動の維

持を両立していくため、「３つの密」を徹底的に避けて、基本的な感染対策を継続

するという「新しい生活様式」を普及していく方針も示されました。 

本県としましても、５月11日以降は、感染防止対策の徹底を図りながら、一方で、

県内の産業経済活動を前にしっかりと進めていく、回復していく必要があると考え

ております。 

本日の会議では、医療専門家のご意見も踏まえ、５月11日以降の本県における新

型コロナウイルス対策の具体的な取組みについて、協議・決定してまいりたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

３ 協 議 

（１）５月11日以降の本県の対応について 

○ 医療統括監から、新型コロナウイルス感染症の状況について説明した。（資

料１） 

○ 教育長から、県立学校における学校再開等に係る対応について説明した。（資

料２） 

○ 質問・意見なし。 
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○ 知事から以下のとおり発言があった。 

  それでは、説明のとおり、教育委員会において、しっかりと対応をお願いし

ます。 

○ 産業労働部長及び観光文化スポーツ部長から、県内の産業界の状況について

説明した。（資料３） 

○ 質問・意見なし。 

○ 知事から以下のとおり発言があった。 

  それでは、説明のとおり、決定いたします。 

○ 防災くらし安心部長から、県境を越えて県内へ移動する方々への啓発活動及

び検温の取組みについて説明した。（資料４） 

○ 質問・意見なし。 

○ 知事から以下のとおり発言があった。 

  それでは、説明のとおり、決定いたします。 

○ 防災くらし安心部長から、イベント等の開催に関する基本方針について説明

した。（資料５） 

○ 質問・意見なし。 

○ 知事から以下のとおり発言があった。 

  それでは、説明のとおり、決定いたします。 

○ 観光文化スポーツ部長及び産業労働部長、教育長から、県施設（山形県総合

文化芸術館、産業科学館、県立図書館）の利用再開について説明した。（資料

６） 

○ 質問・意見なし。 

○ 知事から以下のとおり発言があった。 

  それでは、説明のとおり、決定いたします。 

○ 防災くらし安心部長から、山形県新型コロナ対策応援基金について報告した。

（資料７） 

○ 質問・意見なし。 

 

（２）東北・新潟緊急共同メッセージについて（資料８） 

  ○ 知事から、東北・新潟緊急共同メッセージについて説明した。 

 

（３）その他 

○ 農林水産部長から、農作業における感染防止対策の普及啓発の取組みについ

て報告した。（資料９） 

○ 質問・意見なし。 

 

 

【知事指示事項】 
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１ 現在、本県における新規感染者の確認は限定的になっていますが、再度感染が

拡大傾向になることも念頭に、検査体制や医療提供体制の拡充を着実に進めてく

ださい。 

２ 県内経済は深刻な状況にあることから、事業者の方からの相談体制や、各種支

援制度が効果的に活用されるようサポートするなど、県内経済の回復に力を入れ

てください。 

３ 「三つの密」を徹底的に避ける、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いと

いった、「新しい生活様式」については、市町村や各種団体とも連携し、県民の

皆様に実践していただけるよう、具体例を示しながらしっかりと周知してくださ

い。 

４ 山形県新型コロナ対策応援金について、助け合いの輪が広がるよう、周知をお

願いします。 

また、本日決定した事項については、事業者をはじめ、関係者の理解と協力が

得られるよう、各部局から丁寧に説明してください。 

以上、各部局においては、県民の皆様の命と健康を守るため、この指示事項を踏まえ、

全庁を挙げて全力で取り組んでください。 

 

４ 閉 会（午後３時50分） 


